
通学支援対象者判定フローチャート及び申請方法

１

１．フローチャート

下北地区の高等学校（田名部高校、大湊高校、むつ工業高校、大間高校）に通学していますか。

あなた（支援対象者※保護者）は、むつ市に住民票があり、実際に居住していますか。※なお、生活保護世帯は『いいえ』を選択。

下北地区の高等学校への通学方法を選択してください。

⑴通学定期券の場合

各社取扱場所等は以下のとおり

○下北交通(株)

・むつ営業所、大畑営業所、むつ来さまい館（各営業所で予約後、受取のみ）

○ジェイアールバス東北(株)

・大湊支所、むつ来さまい館、スマホ定期

○ＪＲ大湊線

・大湊駅、下北駅

⑵高校スクールバスの場合

○下北交通(株)

・大畑地区～大湊高校むつ工業

○(有)むつ車体工業

・川内地区～大湊高校むつ工業田名部高校

⑶⑴～⑵以外の通学方法

・徒歩

・自転車

・保護者の自家用車による送迎等

【支援対象外】

・通学支援事業の対象外です。

【通学定期券の購入】

・定期券を正規の金額で購入する。

【支援対象】

・高校スクールバスの運行経費の

半額をむつ市が運行事業者に直接

支払うため、通学支援事業を活用

するにあたり、原則、むつ市への

申請等は不要。

※スクールバスの運行にあたり、

バス事業者と契約した支払方法で、

毎月、契約額をバス事業者に支

払ってください。

【支援対象外】

・通学支援事業の対象外です。

【むつ市への申請】

・定期券の有効期間満了後、むつ市に通学支援事業の申請をする。

・申請後、むつ市が定期券の半額の金額を口座に振込。

はい

はい
いいえ

いいえ

※⑴～⑵の申請方法等の詳細については、P.2~3のとおり

※回数券は対象外
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⑴通学定期券の場合

２．通学方法ごとの申請方法等の詳細について

２

①通学定期券の購入

各社取扱場所等は以下のとおり

Ⅰ下北交通(株)

・むつ営業所、大畑営業所、むつ来さまい館（各営業所で予約後、受取のみ）

Ⅱジェイアールバス東北(株)

・大湊支所、むつ来さまい館、スマホ定期

ⅢＪＲ大湊線

・大湊駅、下北駅

②通学費の申請及び請求手続き

・通学定期券の有効期間満了後、

(方法1)市民連携課窓口(分庁舎窓口、郵送も可)に申請書兼請求書(市HP掲載)を提出。

【添付書類】

●通学定期券または氏名、金額、定期券の種類、購入日、有効期限、利用区間記載の領収書等の写し

※スマホ定期の場合は、領収書および支払い完了メールもしくは定期画面を印刷(画像印刷可)

●学生証の写しまたは在学証明書

●保護者の身分証明書の写し(運転免許証等)

●振込先の通帳の写し(申請をされる保護者と同名義の通帳)

(方法2)オンライン申請フォームにて必要事項を入力。

※(1)の申請書兼請求書と同内容を入力いただきます。添付書類も(1)と同じものを画像で添付してください。

③通学費の助成

・申請書兼請求書に記載があった振込先の口座に定期券の１／２をむつ市が振り込む。

・各月末までの申請を取りまとめ、翌月末に支払い。

※原則、通学支援事業を活用する場合、払い戻し対応後の通学定期券の金額は助成対象外。
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⑵高校スクールバスの場合

２．通学方法ごとの申請方法等の詳細について

２

①高校スクールバス運送に係る契約の締結

・例年と同様に、保護者の団体（父母の会等）とバス事業者で高校スクールバス運送に係る契約等を締結。

※高校スクールバスの契約額（運行経費）の半額をむつ市がバス事業者に直接支払うため、通学支援事業を活用するにあたり、原

則、個人（スクールバス利用者）からむつ市への申請は不要。

②高校スクールバス運行費用の支払い

・高校スクールバスの運行にあたり、保護者の団体とバス事業者で契約した支払方法で、毎月、契約額（運行費用）をバス事業者

に支払ってください。

※スクールバス利用人数や運行に係る経費の増減等により、生徒一人当たりの料金が変わるため、昨年度の金額の２分の１となる

とは限りませんのでご留意ください。

※スクールバスの契約額（運行費用）の長期間の滞納や未払い等が生じ、バス事業者の負担となる場合には、今後、本事業の対象

外となる可能性もありますのでご注意ください。


